
消費税法改正の対応に関するお知らせ

対象時期 2019年10月度分より（詳細は以下の通り）

※現状、当クラブが配布、掲示、表示している全ての価格は「税抜価格＋消費税8％」となります。
　2019年10月1日以降は、表記方法に関係なく、「税抜価格＋消費税10％」に再計算し、頂戴いたします。 
　ただし、消費税軽減税率対象商品につきましては、「税抜価格＋消費税8%」で頂戴いたします。
　
※2019年10月度分以降の会費（月会費・休会費など）については、入金日に関係なく、
   消費税率10%での対応となります。

※2019年9月30日までにお客様にご購入いただいた金券、チケット類を、2019年10月1日以降に
   ご利用される場合は、消費税の差額分（2％）が必要となる場合がございます。　

※消費税法改正が予定どおりに実施（施行）されなかった場合は、上記現行通りの内容に基づいた、
　お取り扱いとなります。
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平素より、当クラブをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
この度、「消費税法改正」の決定に伴い、弊社における消費税の取り扱い
につきまして、下記の通り対応させていただく運びとなりました。
内容をご確認いただき、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。


